
    【コーポレート・ガバナンス体制の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適時開示体制の概要】 
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監査役会 ３名 
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取締役会 
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取締役     ６名 

うち社外取締役 １名 

代表取締役社長 

本社 各本部 

各部署 

所属長会議 連携 

会社情報の適時開示 

・決定事実 

・発生事実 

・決算情報等 

情報開示責任者（コーポレート本部長） 

・社内の関係者と、適時開示の要否および内容を協議 

・必要時応じて、社外の専門家に事前相談および意見を聴取 

取締役会 


